
（公財）神奈川産業振興センターの資金借入れに伴う金融機関に対する損失補償
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債　務　負　担　行　為　見　積　書
8 年度

（財政課長調整結果）

　１　事業の概要
  　  （公財）神奈川産業振興センター（以下、「ＫＩＰ」という。）による中小企業制度融資の預託金借入れの全部又は一部が返済不
　　能となり、金融機関が被害を被った場合に、県がＫＩＰに代わり金融機関に対し、その損失を補償するため、債務負担行為を設定す
　　る。

　２　限度額の積算内訳
　（１）年度当初の借入金に係る債務負担行為額  ：48,669,000千円
　　　（内訳）
　　　　中小企業制度融資（一般分）に係る借入金：48,669,000千円
　
　（２）中小企業制度融資（緊急対応分）の借入金に係る債務負担行為額：51,331,000千円
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